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障害児通所支援事業強度行動障害児支援加算への対応について

　日頃から本市の児童福祉行政にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、平成30年4月の報酬改定により新設された強度行動障害児支援加算について、加算を算定する場合の対応の方法について整理をしましたので通知します。今後、以下のとおり取り扱っていただきますようお願いします。

１　障害児通所支援事業強度行動障害児支援加算の内容
　　強度行動障害児支援加算：１５５単位
　　　強度の行動障害を有する児童（別紙参照）に対し、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）を修了した者が指定児童発達支援又は放課後等デイサービスを行った場合、1日につき所定単位数を加算する。

２　加算の対象となる事業
　　児童発達支援（重症心身障害児に支援を行う場合を除く）
　　放課後等デイサービス（重症心身障害児に支援を行う場合を除く）

３　強度行動障害児支援加算算定の流れ
（１）職員の配置【事業所】
　　事業所が強度行動障害児支援加算を算定する場合、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）を受講し、研修を修了した証明書の交付を受けた直接支援職員を配置する必要があります。
（２）加算を算定する旨の届け出【事業所】
　　事業所が加算を算定しようとするときは、給付費算定に係る体制等に関する届出書（以下体制届）を加算を
算定する前月の15日までに横浜市へ提出する必要があります。
（３）保護者への説明【事業所】（※横浜市内にお住まいの利用者の場合）
　　事業所は対象となる児童の保護者へ、加算の対象となる可能性があることについて説明します。また、強度
行動障害支援者養成研修を受講した職員による支援の内容と加算を算定することによる利用者負担額への影響等を説明し、加算を算定することについて同意を得ます。その後、別紙『強度行動障害児支援加算確認表』（以下確認表と言います。）を用いながら事業所が保護者と面接を実施し、合計点数が20点以上になることを確認します。確認表は保護者へ写しを渡し、加算の対象となるための支給申請の際に区へ提出するよう説明します。
（４）支給決定手続き【区】（※横浜市内にお住まいの利用者の場合）
[bookmark: _GoBack]　区福祉保健センターは、障害児通所給付費支給変更申請書と確認表を保護者から受理し、提出された確認表
の内容を面接により確認します。確認した結果20点以上である場合、強度行動障害児支援加算の決定をし、
受給者証を発行します。
（５）研修修了者によるサービス提供【事業所】
　　事業所は強度行動障害児支援加算の決定がされた受給者証を確認してから加算の対象になるサービス提供
を行います。研修修了者によるサービス提供を実施した日は実績記録票の備考欄に「強行加算」と記入し、保
護者に確認印又はサインをもらいます。

別紙

通所給付費等単位数表第１の９の２の注の厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童

次の表の行動障害の内容について、その行動障害がみられる頻度等をあてはめて算出した点数の合計が20点以上である児童

	行動障害の内容
	説明
	１点
	３点
	５点

	ひどく自分の体を叩いたり傷つけたりする等の行為
	肉が見えたり、頭部が変形に至るような叩きをしたり、爪をはぐなど
	週に1回以上
	1日に1回以上
	一日中

	ひどく叩いたり蹴ったりする等の行為
	噛みつき、蹴り、殴り、髪引き、頭突きなど、相手がケガをしかねないような行動など
	月に1回以上
	週に1回以上
	1日に頻回

	激しいこだわり
	強く指示しても、どうしても服を脱ぐ、外出を拒み通す、何百メートルも離れた場所に戻り取りに行く、などの行為で止めても止めきれないもの
	週に1回以上
	1日に1回以上
	1日に頻回

	激しい器物破損
	ガラス、家具、ドア、茶碗、椅子、眼鏡などを壊し、その結果危害が本人にも周りにも大きいもの、服を何としてでも破ってしまうなど
	月に1回以上
	週に1回以上
	1日に頻回

	睡眠障害
	昼夜が逆転してしまっている、ベットについていられず人や物に危害を加えるなど
	月に1回以上
	週に1回以上
	ほぼ毎日

	食べられないものを口に入れたり、過食、反すう等の食事に関する行動
	テーブルごとひっくり返す、食器ごと投げる、椅子に座っていられず皆と一緒に食事ができない、便や釘、石などを食べる異食、体に異常をきたしたことのある拒食、特定の物しか食べない偏食など
	週に1回以上
	ほぼ毎日
	ほぼ毎食

	排せつに関する強度の障害
	便を手でこねたり、便を投げたり、便を壁になすりつけたり、脅迫的に排尿排便行動を繰り返すなど
	月に1回以上
	週に1回以上
	ほぼ毎日

	著しい多動
	身体・生命の危険につながる飛び出し、目を離すと一時も座れず走り回る、ベランダの上など高くて危険なところに登るなど
	月に1回以上
	週に1回以上
	ほぼ毎日

	通常と違う声を上げたり、大声を出す等の行動
	耐えられないような大声を出す、一度泣き始めると大泣きが何時間も続くなど
	ほぼ毎日
	一日中
	絶えず

	沈静化が困難なパニック
	一度パニックが出ると、体力的にもとても抑えられず止められない状態を呈する
	
	
	あり

	他人に恐怖感を与える程度の粗暴な行動
	日常生活のちょっとしたことを注意しても、爆発的な行動を呈し、関わっている側が恐怖を感じさせられるような状況がある
	
	
	あり






